
江井ヶ島駅北地区
都市計画の変更について
説明会＆意見募集のお知らせ

2023年（令和5年）

6/18 （日）

時間：14:00～
会場：西江井自治会館
※駐車場がないため、公共交通機関でお越しください
〇山陽電鉄江井ヶ島駅より徒歩10分
〇JR大久保駅南口よりたこバス江井ヶ島ルート乗車(13:13)西江井バス停(13:32)近く

策定予定の地区計画案の詳細は以下の通りです

この度、「江井ヶ島駅北より良いまちづくり会」から市へ、都市計画
の変更の要望が提出されました。

これを受け、都市計画変更案についての説明会を開催いたします。

変更区域内の土地建物所有者の方々に郵送配布しており、今後、土
地利用制限などが大きく変更になることから、非常に大切なお知ら
せとなります。

なお、説明会当日ご都合が悪い方で、別途ご説明などご希望の方は、
下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

【意見提出・お問い合わせ先】
明石市役所 都市総務課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
TEL:078-918-5037 FAX:078-918-5109
E-mail:tosou@city.akashi.lg.jp

※ご参加の際はこのお知らせ
をお持ちください

江井島海岸

会場

西江井バス停

西江井
住吉神社

募集期間：2023年（令和5年）6月1日（木）～7月3日（月）

提出方法：住所、氏名、年齢を明記して持参、郵送、FAX、
メールにて提出（様式自由）

SDGs未来安心都市・明石
いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで



地区計画で
建物の「高さ・用途」を制限

市街化区域への変更
〇赤で囲まれた区域は、柔軟
な土地利用による良好な市
街地形成を目指し「市街化
区域」へ変更を行います

〇公共施設整備や「土地区画
整理事業」などの面的な整
備を進めることができます

〇原則として500㎡未満の開発
行為は、都市計画法による
許可が不要となります

〇他の市街化区域と同様に、
都市計画税が発生します

現 在 変 更 後

市街化調整区域

市街化区域 市街化区域

市街化調整区域

市街化区域
へ変更

用途地域：準工業地域
（建ぺい率60％・容積率200％）

高度地区：４種高度地区

用途地域：なし

高度地区：なし

市街化調整
区域

〇「市街化区域」に変更するにあたり、現在、住宅や工場などが混在している地域で
あることから、用途地域を「準工業地域」、高度地区を「４種高度地区」に設定しま
す

〇「準工業地域」は比較的制限が緩やかで、今後、様々な用途や形態の建物が建つ恐
れがあることから、住環境の保全を目指し、「地区計画」という制度を用い、一定の
用途や高さの制限を追加します

用途地域
（用途の制限）

：準工業地域＋
高度地区
（高さの制限）

地区計画

＋

住工共存地区

住宅沿道地区
赤で囲まれた区域が市街化
区域に変更され、地区計画
で制限を追加します

用途地域、高度地区の制限内容の詳細は別紙をご覧ください

区画整理
予定区域

住宅一般地区

江井ヶ島駅北より良いまちづくり会

変更のスケジュール

アンケート実施や
計画の検討を行い、
意見を集約

都市計画の変更要望
を市へ提出

令和4年12月
市にて都市計画案
の検討、手続きの
開始

都市計画案の
説明会
＆

意見募集

明石市都市計画

審議会にて審議

縦 覧
＋

意見書の提出

兵庫県・明石市

都市計画審議会

にて審議

都市計画

の変更

令和5年6月

第4種高度地区

①1戸あたり40㎡未満の共同住宅
②ホテル・旅館
③ボーリング場など
④カラオケボックスなど
⑤麻雀屋、パチンコ屋など
⑥劇場、映画館など
⑦キャバレーなど
⑧事務所（兼用住宅除く）
⑨店舗、飲食店（小規模除く）
⑩自動車教習所
⑪車庫（大規模）
⑫建物に付属する車庫（大規模）
⑬倉庫業の倉庫
⑭畜舎
⑮工場
⑯危険物の貯蔵、処理施設

①1戸あたり40㎡未満の共同住宅
②ホテル・旅館
③ボーリング場など
④カラオケボックスなど
⑤麻雀屋、パチンコ屋など
⑥劇場、映画館など
⑦キャバレーなど

住工共存地区住宅沿道地区住宅一般地区

用途の制限

建てることが
できないもの

１５メートル以下高さの制限 １０メートル以下

意匠の制限 配置・意匠に配慮し、周辺環境に調和したものとする

※計画の目標や方針、具体的な制限の内容は、
次頁を参照ください

１ ２

都市計画の変更内容 ～下記の内容の変更を行います～

～下記の手続きを進めながら変更します～


